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(57)【要約】
【課題】　鋏を閉じる握力により、刃を収容するケース
が損傷を被ることを防止する。
【解決手段】　開示されるケース付き鋏は、回動軸に回
動自在に連結されることにより開閉可能な一対の鋏片と
、ケースとを備えている。一対の鋏片の各々は、回動軸
に対し一方側に刃を有し他方側に把持部を有し、かつ他
方側は、一方側の延長線上に延びる躯幹部と、躯幹部か
ら開く方向に突出し、この突出した部位よりも回動軸に
近い部位において、間隙をもって躯幹部に接近する指掛
け部と、を有する。ケースは、一端に設けられた連結部
の周りに開閉可能であり、一端を刃先側に向けた姿勢で
、間隙に挟まれて案内されることにより、一対の鋏片の
刃を収容しかつ刃の開きを抑えるように刃の側に前進し
た位置と、連結部が回動軸と重なり、一対の鋏片ととも
に開閉するように把持部の側に後退した位置との間で、
摺動可能である。
【選択図】　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　回動軸に回動自在に連結されることにより開閉可能な一対の鋏片と、ケースとを備え、
　前記一対の鋏片の各々は、前記回動軸に対し一方側に刃を有し他方側に把持部を有し、
かつ前記他方側は、前記一方側の延長線上に延びる躯幹部と、前記躯幹部から開く方向に
突出し、当該突出した部位よりも前記回動軸に近い部位において、間隙をもって前記躯幹
部に接近する指掛け部と、を有し、
　前記ケースは、連結部により一端が回動自在に連結されることにより開閉可能な一対の
ケース部材を有し、かつ前記連結部を刃先の側に向けて前記一対の鋏片に取り付けられ、
　前記ケースは、前記一対のケース部材の各々が、対応する前記間隙に挟まれて案内され
ることにより、前記一対の鋏片の前記刃を収容しかつ前記刃の開きを抑えるように前記刃
の側に前進した位置と、前記連結部が前記回動軸と重なり、前記一対の鋏片とともに開閉
するように前記把持部の側に後退した位置との間で、摺動可能である、ケース付き鋏。
【請求項２】
　前記ケースは、前記刃の側に前進した前記位置から、さらに刃先の方に前進して前記刃
から抜け出すことを妨げるように、一対の前記間隙の少なくとも一方に係止される第１の
係止部を有する、請求項１に記載のケース付き鋏。
【請求項３】
　前記ケースは、前記刃の側に前進した前記位置から前記把持部の側に後退しないように
、一対の前記間隙の少なくとも一方に、対応する前記指掛け部の弾性復元力により解除可
能に、係止される第２の係止部を有する、請求項１又は２に記載のケース付き鋏。
【請求項４】
　前記一対の鋏片の少なくとも一方の前記躯幹部に、弾性的に曲げ変形する片持ち梁の形
態で設けられた梁状バネであって、前記ケースを、前記刃の側に前進した前記位置から前
記把持部の側に後退しないように係止する梁状バネを、さらに備え、
　前記梁状バネは、対応する前記躯幹部の外表面に沿うように、かつ先端が前記回動軸の
側へ向くように、基端が対応する前記躯幹部に固定され、前記ケースが前記刃の側に前進
した前記位置にあるときには、前記ケースの前記把持部側の端面に前記先端が対向するよ
うに、弾性復元力により跳ね上がり、使用者が指で当該梁状バネを押さえることにより、
当該梁状バネは倒伏し、倒伏したまま前記ケースと対応する前記躯幹部との間の隙間に納
まることにより、前記ケースの前記把持部の側への摺動を可能にする、請求項１から３の
いずれかに記載のケース付き鋏。
【請求項５】
　前記ケースは、前記梁状バネの前記先端が対向する前記把持部側の前記端面に、当該先
端が前記ケースの前記端面から外れてさらに跳ね上がるのを防止するように、前記先端を
抑えるバネ抑え部を有する、請求項４に記載のケース付き鋏。
【請求項６】
　前記一対の鋏片の前記少なくとも一方の前記躯幹部は、倒伏した前記梁状バネを収容す
る凹部を有する、請求項４又は５に記載のケース付き鋏。
【請求項７】
　前記ケースは、前記梁状バネの押圧力により前記一対のケース部材が互いに捻れを生じ
ることを抑えるように、前記一対のケース部材の一方を抑える抑え部材を他方に有する、
請求項４から６のいずれかに記載のケース付き鋏。
【請求項８】
　前記ケースは、前記把持部の側に後退した前記位置にあるときに、前記一対の鋏片の前
記指掛け部とともに指挿入用の空洞を内側に形成し、当該空洞の輪郭が、前記ケースから
指掛け部へ滑らかにつながるように、前記指掛け部に向かいかつ当該指掛け部を挟む、板
状の突起部を有する、請求項１から７のいずれかに記載のケース付き鋏。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
　本発明は、不使用時に刃を収容するケースの付いた鋏（はさみ）に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、この種の鋏として、特許文献１及び２に記載されるものが知られている。特許文
献１に記載される鋏は、一端が開口する筒状のケースを着脱自在に鋏に装着することによ
り、刃を保護するものである。筒状のケースは、装着されたときには、刃を収容し、かつ
開閉しないように刃を拘束する。しかし、鋏を使用するときには、このケースは、鋏から
取り外されるものであり、鋏に常に取り付けられている訳ではない。このため、ケースを
必要とするときに、ケースが鋏の近くに無い場合があり、ケースの使用に不便を来す、と
いう問題点があった。
【０００３】
　これに対して、特許文献２に記載される鋏では、ケースが一対の鋏片の一方に摺動可能
に取り付けられており、ケースを刃の側に前進させることにより、刃を収容することが可
能となっている。ケースは、前進するときには、鋏片の他方に設けられた重合部のロック
溝に係合することにより、鋏片の開きを拘束する。逆に、ケースを把持部の側に後退させ
ることにより、刃を露出させることができ、かつロック溝との係合状態も解除されるので
、鋏片を開閉させることが可能となる。このように、特許文献２に開示される鋏では、刃
を保護するケースが常に鋏に取り付けられており、それによりケースと鋏とが離れ離れ（
はなればなれ）になる、という不便さが解消されることが期待されている。
【０００４】
　しかしながら、特許文献２に記載される鋏では、誤って、ケースが把持部の側から刃の
側に幾分か前進した状態のままで、把持部に握力を加えることにより、開いている一対の
鋏片を閉じようとすると、ケースと重合部とが当接し、かつ当接部分には、梃子の原理に
より増幅された大きな力が集中的に加わるので、当接部分が損傷を被ることとなる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】実開平０３－１０８６４号公報
【特許文献２】特開平１１－３１９３３９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明は上記の問題点に鑑みてなされたもので、刃を収容するケースを、鋏の使用時に
おいても鋏に取り付けておくことができ、しかも、鋏を閉じようとする握力によりケース
が損傷を被ることのないケース付き鋏を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記課題を解決し上記目的を達成するために、本発明のうち第１の態様によるものは、
ケース付き鋏であって、回動軸に回動自在に連結されることにより開閉可能な一対の鋏片
と、ケースとを備えている。前記一対の鋏片の各々は、前記回動軸に対し一方側に刃を有
し他方側に把持部を有し、かつ前記他方側は、前記一方側の延長線上に延びる躯幹部と、
前記躯幹部から開く方向に突出し、当該突出した部位よりも前記回動軸に近い部位におい
て、間隙をもって前記躯幹部に接近する指掛け部と、を有している。前記ケースは、連結
部により一端が回動自在に連結されることにより開閉可能な一対のケース部材を有し、か
つ前記連結部を刃先の側に向けて前記一対の鋏片に取り付けられている。さらに、前記ケ
ースは、前記一対のケース部材の各々が、対応する前記間隙に挟まれて案内されることに
より、前記一対の鋏片の前記刃を収容しかつ前記刃の開きを抑えるように前記刃の側に前
進した位置と、前記連結部が前記回動軸と重なり、前記一対の鋏片とともに開閉するよう
に前記把持部の側に後退した位置との間で、摺動可能である。
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【０００８】
　この構成によれば、ケースは、一対の鋏片の指掛け部と躯幹部との間の間隙に挟まれて
案内されつつ、一対の鋏片の一方側と他方側の躯幹部とに沿って、摺動することができる
。鋏を使用しないときには、ケースを刃の側に前進させることにより、刃を収容しかつ刃
の開きを抑えることができる。また、鋏を使用するときには、ケースを把持部の側に後退
させることにより、一対の鋏片を開閉させることが可能となる。このように、刃を収容す
るケースを、鋏の使用時においても鋏に取り付けておくことができる。また、ケースが、
後退した所定の位置から前方にずれていた場合に、一対の鋏片の開きが妨げられることは
あっても、閉じる動きがケースによって妨げられることはない。従って、鋏を閉じようと
する握力によりケースが損傷を被ることはない。なお、ケースが刃を「収容する」、とは
刃を完全に覆うことをも含むが、それに限定されない。例えば、ケースには間隙や孔があ
ってもよく、刃の鋭利な部分が外部から手に触れないように、実質的に収容状態を実現す
るものであれば足りる。
【０００９】
　本発明のうち第２の態様によるものは、第１の態様によるケース付き鋏であって、前記
ケースは、前記刃の側に前進した前記位置から、さらに刃先の方に前進して前記刃から抜
け出すことを妨げるように、一対の前記間隙の少なくとも一方に係止される第１の係止部
を有する。
　この構成によれば、誤った手操作により、ケースが刃から抜け出すことを防ぐことが出
来る。
【００１０】
　本発明のうち第３の態様によるものは、第１又は第２の態様によるケース付き鋏であっ
て、前記ケースは、前記刃の側に前進した前記位置から前記把持部の側に後退しないよう
に、一対の前記間隙の少なくとも一方に、対応する前記指掛け部の弾性復元力により解除
可能に、係止される第２の係止部を有する。
【００１１】
　この構成によれば、ケースにある程度以上の力を加えない限り、刃の側に前進したケー
スを把持部の側に後退させることができないので、ケースに収容されている刃が意図せず
して露出することを防ぐことができる。
【００１２】
　本発明のうち第４の態様によるものは、第１から第３のいずれかの態様によるケース付
き鋏であって、前記一対の鋏片の少なくとも一方の前記躯幹部に、弾性的に曲げ変形する
片持ち梁の形態で設けられた梁状バネであって、前記ケースを、前記刃の側に前進した前
記位置から前記把持部の側に後退しないように係止する梁状バネを、さらに備えている。
そして、前記梁状バネは、対応する前記躯幹部の外表面に沿うように、かつ先端が前記回
動軸の側へ向くように、基端が対応する前記躯幹部に固定され、前記ケースが前記刃の側
に前進した前記位置にあるときには、前記ケースの前記把持部側の端面に前記先端が対向
するように、弾性復元力により跳ね上がり、使用者が指で当該梁状バネを押さえることに
より、当該梁状バネは倒伏し、倒伏したまま前記ケースと対応する前記躯幹部との間の隙
間に納まることにより、前記ケースの前記把持部の側への摺動を可能にする。
【００１３】
　この構成によれば、刃の側に前進した位置にあるケースが、把持部の側に後退しないよ
うに、梁状バネにより係止される。このため、ケースに収容されている刃が意図せずして
露出することを防ぐことができる。また、ケースを把持部の側に後退させるときには、梁
状バネを指で押さえることにより、梁状バネによる係止を解除することができる。
【００１４】
　本発明のうち第５の態様によるものは、第４の態様によるケース付き鋏であって、前記
ケースは、前記梁状バネの前記先端が対向する前記把持部側の前記端面に、当該先端が前
記ケースの前記端面から外れてさらに跳ね上がるのを防止するように、前記先端を抑える
バネ抑え部を有している。
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【００１５】
　この構成によれば、梁状バネがケースの端面から外れることにより、ケースに収容され
ている刃が意図せずして露出することを、防ぐことができる。
【００１６】
　本発明のうち第６の態様によるものは、第４又は第５の態様によるケース付き鋏であっ
て、前記一対の鋏片の前記少なくとも一方の前記躯幹部は、倒伏した前記梁状バネを収容
する凹部を有している。
【００１７】
　この構成によれば、凹部によって、ケースと鋏片との間に、倒伏した梁状バネが納まる
隙間が確保される。
【００１８】
　本発明のうち第７の態様によるものは、第４から第６のいずれかの態様によるケース付
き鋏であって、前記ケースは、前記梁状バネの押圧力により前記一対のケース部材が互い
に捻れを生じることを抑えるように、前記一対のケース部材の一方を抑える抑え部材を他
方に有している。
【００１９】
　この構成によれば、梁状バネの押圧力により一対のケース部材が互いに捻れ（ねじれ）
を生じることが抑えられる。
【００２０】
　本発明のうち第８の態様によるものは、第１から第７のいずれかの態様によるケース付
き鋏であって、前記ケースは、前記把持部の側に後退した前記位置にあるときに、前記一
対の鋏片の前記指掛け部とともに指挿入用の空洞を内側に形成し、当該空洞の輪郭が、前
記ケースから指掛け部へ滑らかにつながるように、前記指掛け部に向かいかつ当該指掛け
部を挟む、板状の突起部を有している。
【００２１】
　この構成によれば、ケースから指掛け部へのつなぎ部において、指挿入用の空洞の輪郭
が指に優しく使い易い滑らかな形状となる。
【発明の効果】
【００２２】
　以上のように本発明によれば、刃を収容するケースを、鋏の使用時においても鋏に取り
付けておくことができ、しかも、鋏を閉じようとする握力によりケースが損傷を被ること
のないケース付き鋏が実現する。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１】本発明の一実施の形態によるケース付き鋏の外観斜視図であり、ケースが刃を収
容する前進位置にあるときの形態を示している。
【図２】図１のケース付き鋏の本体部である鋏の外観斜視図である。
【図３】図１のケース付き鋏のケースの構造を示す図であり、（ａ）はケースの外観斜視
図、（ｂ）は一部のＡ－Ａ断面図、（ｃ）は一部のＢ－Ｂ断面図である。
【図４】図１のケース付き鋏について、ケースが前進位置にあるときの構造を表す図であ
り、（ａ）は一部に断面図を含む平面図であり、（ｂ）は一部のＣ－Ｃ断面図である。
【図５】図１のケース付き鋏の外観斜視図であり、ケースが把持部の側に後退した後退位
置にあるときの形態を示している。
【図６】図１のケース付き鋏について、ケースが後退位置にあるときの構造を表す図であ
り、（ａ）は一部に断面図を含む平面図であり、（ｂ）は一部のＤ－Ｄ断面図である。
【図７】本発明の別の実施の形態によるケース付き鋏の構造を表す図であり、（ａ）は外
観斜視図であり、（ｂ）は一部の断面図である。
【図８】本発明のさらに別の実施の形態によるケース付き鋏が有するケースの外観斜視図
である。
【発明を実施するための形態】
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【００２４】
　図１は、本発明の一実施の形態によるケース付き鋏の外観斜視図であり、ケースが刃を
収容する前進位置にあるときの形態を示している。このケース付き鋏１０１は、本体をな
す鋏１と、鋏１に取り付けられたケース３とを有している。ケース３は、後に詳述するよ
うに、鋏１に沿って前後に摺動可能である。ケース３は、一例として先端部が開口した筒
状であり（後述の図４参照）、図１に示すように、鋏１の刃の側に前進した位置にあると
きに、刃を収容するケースとして機能する。この状態にあるとき、鋏１の刃は、開かない
ようにケース３によって拘束される。鋏１を使用しないときには、図１に示すように、ケ
ース３に刃を収容することにより、鋏１を安全な状態に保つことができる。
【００２５】
　図２は、鋏１の外観斜視図である。鋏１は、回動軸１１に回動自在に連結されることに
より開閉可能な一対の鋏片１３，１５を有している。鋏片１３，１５は、回動軸１１に対
し一方側１６に刃１７，１９を有し、他方側２０に把持部２１，２３を有している。鋏片
１３，１５は、他方側（すなわち把持部側）２０においては、一方側（すなわち刃側）１
６の延長線上に延びる躯幹（くかん）部２５，２７と、躯幹部２５，２７に連結する指掛
け部２９，３１とを有している。図２の例では、指掛け部２９，３１は、躯幹部２５，２
７の後方端部から躯幹部２５，２７が開く方向に突出しており、回動軸１１に近い部位に
おいて、間隙３３，３５をもって躯幹部２５，２７に接近している。指掛け部２９，３１
は、躯幹部２５，２７に接近する部位に、爪部３７，３９を有しており、これらの爪部３
７，３９が間隙３３，３５をもって躯幹部２５，２７に対向している。各構成部分の材料
の一例を挙げると、刃１７，１９は、ステンレス鋼などの金属製であり、躯幹部２５，２
７は、内部に刃１７，１９の基部が埋め込まれたプラスチック製であり、指掛け部２９，
３１は、躯幹部２５，２７のプラスチック部分と一体に成型されたプラスチック製である
。
【００２６】
　躯幹部２５には、さらに板バネ４１が設けられている。板バネ４１は、躯幹部２５の外
表面に沿うように、かつ先端が回動軸１１の側へ向くように、基端が躯幹部２５に埋め込
まれて固定されている。板バネ４１は、弾性的に曲げ変形する片持ち梁の形態で躯幹部２
５に設けられたバネであり、本発明の梁状バネの一具体例に相当する。板バネ４１は、そ
の先端がケース３の後端面に対向することにより、ケース３を前進位置に係止する係止部
材として機能するものである。板バネ４１は、自然状態において躯幹部２５の表面から僅
かに起立し、指圧により容易に倒伏させることができる。躯幹部２５の表面には、倒伏し
た板バネ４１を収容する溝状の凹部４３が形成されている。さらには、指により板バネ４
１を、より容易に倒伏させることができるように、指を受け入れる断面弧状の凹部４４が
、躯幹部２５，２７の表面に形成されている。板バネ４１は、一例として金属製である。
【００２７】
　図３（ａ）はケース３の外観斜視図であり、図３（ｂ）はＡ－Ａ切断線に沿ったケース
３の一部の断面図であり、図３（ｃ）はＢ－Ｂ切断線に沿ったケース３の一部の断面図で
る。ケース３は、一対のケース部材７，９を有しており、これらのケース部材７，９は、
連結部５により一端が回動自在に連結されており、それにより開閉可能となっている。一
対のケース部材７，９は、図３（ｂ）に例示するように、概略において、互いに向き合う
面（上面）が開口し、底壁とその両端に連結する両側壁とを有する断面「コ字」状の長尺
枠体であり、それにより、閉じたときには、刃１７，１９を閉じた状態で収容可能な、断
面矩形の筒状となる。連結部５は、一例として、一対のケース部材７，９の端部の両側壁
に配置された一対の部材を有しており、その各々は、図３（ｃ）に例示するように、板状
体５０と、この板状体５０の一方主面から突出するピン５１とを有する。板状体５０は、
一対のケース部材７，９の一方、例えばケース部材７の端部に連結しており、他方である
ケース部材９の端部に形成された貫通孔５３に、ピン５１が遊挿されることにより、一対
のケース部材７，９が回動可能に連結されている。これらの連結用の部材は、一例として
プラスチック製であり、例えば接着により板状体５０がケース部材７の端部に固着されて
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いる。
【００２８】
　図４は、ケース３が前進位置にあるときのケース付き鋏１０１の構造を表す図であり、
（ａ）はケース３の断面図を含むケース付き鋏１０１の平面図であり、（ｂ）はＣ－Ｃ切
断線に沿ったケース付き鋏１０１の一部の断面図である。ケース３は、内部を刃１７，１
９が通るように、しかも連結部５を刃先の側に向けた姿勢で、鋏１に取り付けられる。一
対の鋏片１３，１５の把持部側２０は、刃側１６の延長線上に延びる躯幹部２５，２７を
有し、しかも、躯幹部２５，２７と指掛け部２９，３１との間に間隙３３，３５を有する
ので、ケース３は、間隙３３，３５に挟まれ、かつ案内されつつ、刃１７，１９と躯幹部
２５，２７とに沿って、前後に摺動することができる。
【００２９】
　図４に例示するように、ケース３が刃側１６に前進した位置にあって、刃１７，１９を
収容するときには、刃先はケース３の先端部よりも内側に引っ込んでいるが、連結部５の
付近にある。このため、指掛け部２９，３１に指を掛けて一対の鋏片１３，１５を開くよ
うに力を加えても、刃先は連結部５の付近のケース３の内壁面に当接することとなり、ケ
ース３を開くための大きなモーメントを生じない。ケース３の開閉する端部である後端部
の付近が、指掛け部２９，３１の爪部３７，３９により抑えられるので、刃先によって開
く力がケース３に加えられても、ケース３は開くことができない。すなわち、ケース３は
、前進位置にあるときに、刃１７，１９を収容するとともに、その開きを抑えるように機
能する。
【００３０】
　ケース３の後端部付近には、ケース３が刃先の方にさらに前進して刃１７，１９から抜
け出すことを防ぐために、爪部３７，３９に係止される突起部５５，５７が形成されてい
る。突起部５５，５７は、本発明の第１の係止部の一具体例に相当するもので、ケース部
材７，９の底壁の外表面に形成されている。爪部３７，３９が突起部５５、５７から逃げ
ないように、互いが当接する面、すなわち爪部３７，３９の後端面と突起部５５、５７の
前端面とは、いずれも、ケース３の摺動方向に直交するように形成されている。逆に、ケ
ース３を鋏１に装着するときには、爪部３７，３９が突起部５５，５７によって容易に押
し開かれ（すなわち、間隙３３，３５が大きくなり）、ケース３が容易に装着できるよう
に、爪部３７，３９の前端面と突起部５５、５７の後端面とは、例えば、ケース３の摺動
方向に対して傾斜するか、あるいは断面弧状の曲面をなしている。躯幹部２５，２７から
突出する一種のカンチレバーの構造をなす指掛け部２９，３１は、ある程度の弾性変形が
可能であるので、刃側１６から把持部側２０に移動する突起部５５，５７によって、爪部
３７，３９を押し開くことは可能である。また、片手の指ではなく両手の指を指掛け部２
９，３１に掛けて、鋏１を使用するときの通常の力をはるかに超える大きな力を、開く方
向に加えると、爪部３７，３９と躯幹部２５，２７との間の間隙３３，３５が開き、爪部
３７，３９による係止を解除することができ、装着されているケース３を鋏１から取り外
すことができる。このようにケース３は、格別の操作をすることにより、鋏１から外すこ
とも可能である。
【００３１】
　逆に、ケース３が刃側１６の前進位置から不本意に後退することを防ぐために、前述の
ように、板バネ４１が躯幹部２５に設けられている。図４（ｂ）の断面図に例示するよう
に、板バネ４１は、その先端がケース３の後端面に対向することにより、ケース３を前進
位置に係止する。板バネ４１の先端を受ける面を広く確保するために、一対のケース部材
７，９の後端部には、側壁から直立する出張り部６３，６５，６７，６９が形成されてい
る（図３参照）。４箇所に出張り部６３，６５，６７，６９が設けられるのは、ケース３
を鋏１に装着するときに、向きを選ばないようにするためと、デザイン性を考慮して対称
性を確保するためである。また、板バネ４１を複数箇所に設けることも可能となる。
【００３２】
　ケース３の後端部付近には、爪部３７，３９に係止される別の突起部５９，６１が形成
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されている。突起部５９，６１は、本発明の第２の係止部の一具体例に相当するもので、
ケース部材７，９の底壁の外表面に形成されている。突起部５９，６１の表面は、例えば
断面弧状の曲面をなしている。そのため、ケース３を指で挟んで、ある程度以上の力をも
って後方へ押すことにより、爪部３７，３９を押し開き、爪部３７，３９による係止を解
除することができる。このように、板バネ４１がなくとも、突起部５９，６１により、ケ
ース３は前進位置を維持することができる。これに対し、板バネ４１は、突起部５９，６
１と爪部３７，３９との係止状態を解除する力よりも強い力がケース３に作用した場合で
あっても、ケース３の後退を防止する。また、突起部５９，６１は、ケース３を後退位置
から前進位置へ前進させるときにも、爪部３７，３９を押し広げるように機能する。ケー
ス３が前進位置へ達すると爪部３７，３９は元の状態に戻る。それに伴い、ケース３を前
進させるように操作する指には、爪部３７，３９による抵抗力の感触と、前進位置に達し
たときに抵抗力が解消される感触とが伝わる。それにより、使用者は、ケース３が前進位
置に正しく達したことを認識することができる。
【００３３】
　図５は、ケース３が鋏１の把持部側２０に後退した位置にあるときのケース付き鋏１０
１の形態を示す外観斜視図である。また、図６は、ケース３が後退位置にあるときのケー
ス付き鋏１０１の構造を表す図であり、（ａ）はケース３の断面図を含むケース付き鋏１
０１の平面図であり、（ｂ）はＤ－Ｄ切断線に沿ったケース付き鋏１０１の一部の断面図
である。図５及び図６に例示するように、ケース３が後退位置にあるときには、ケース３
の連結部５が、鋏１の回動軸１１と重なる。このため、一対のケース部材７，９は、一対
の鋏片１３，１５とともに、開閉することができる。開く刃１７，１９がケース３と干渉
しないように、ケース３の先端部には、スリット状の切れ込み１１１、１１２が形成され
ている（図４も参照）。切れ込み１１１，１１２は、一対のケース部材７，９の底壁に、
先端部からある深さまで形成されている。
【００３４】
　後退位置にあるときに、一対のケース部材７，９は躯幹部２５，２７を覆うので、使用
者は、ケース部材７，９と指掛け部２９，３１とによって形成される空洞７１、７３に指
を差し込んで、鋏１を開閉させる。このように、ケース３が後退位置にあるときには、躯
幹部２５，２７に代わってケース部材７，９が、使用者の指の力を直接に受けることとな
る。すなわち、ケース３は、後退位置にあるときに把持部２１，２３の一部をなす。ケー
ス３が、後退位置から前方にずれていた場合であっても、ケース３は閉じる方向には動き
が自由であり、動きを妨げるものがない。このため、特許文献２に記載の従来技術とは異
なり、鋏１を閉じようとする握力によりケース３が損傷を被ることはない。
【００３５】
　図５及び図６に例示するように、空洞７１、７３の輪郭が、ケース部材７，９から指掛
け部２９，３１へ滑らかにつながる曲線となるように、ケース部材７，９には、指掛け部
２９，３１を挟むように、板状の突起部７５，７７，７９，８１、８３，８５，８７，８
９が形成されている。それにより、空洞７１、７３の輪郭が使用者の指になじみ易いもの
となる。図５及び図６の例では、板状の突起部７５，７７，７９，８１，８３，８５，８
７，８９は、ケース部材７，９の側壁の延長として形成されている。
【００３６】
　図６（ｂ）に例示するように、ケース３が後退位置にあるときには、板バネ４１は倒伏
し、躯幹部２５の表面に形成された溝状の凹部４３に収容されている。このように、ケー
ス３と板バネ４１が取り付けられている躯幹部２５との間には、倒伏した板バネ４１を収
容する隙間が形成されているので、板バネ４１を倒伏させて、ケース３を前進位置から後
退位置へ摺動させることができる。
【００３７】
　図７は、本発明の別の実施の形態によるケース付き鋏の構造を表す図であり、（ａ）は
外観斜視図であり、（ｂ）は一部の断面図である。このケース付き鋏１０２は、板バネ４
１が対向するケース３の後端面に、板バネ４１の先端部を収容可能な凹部９１が形成され
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部は凹部９１内に止まり、ケース３の後端面から外れて跳ね上がることを防ぐことができ
る。図７の例では、凹部９１の天井部が、板バネ４１の先端の跳ね上がりを抑える本発明
のバネ抑え部の一具体例に相当する。凹部９１を形成する代わりに、板バネ４１の先端の
跳ね上がりを抑える突起部を、ケース３の後端面に形成してもよい。この場合には、この
突起部が、本発明のバネ抑え部に相当する。
【００３８】
　図８は、本発明のさらに別の実施の形態によるケース付き鋏が有するケースの外観斜視
図である。この実施の形態によるケース９３は、一対のケース部材９７，９９の一方の側
壁に、他方の側壁の浮き上がりを抑える抑え部材９５が形成されている。図８の例では、
抑え部材９５は板状である。図６に例示したように、ケース３が後退位置にあるときには
、板バネ４１は、一方のケース部材７に押し上げるような押圧力を及ぼす。その結果、一
対のケース部材７，９の側壁の間で、段差を生じる場合がある。すなわち、ケース部材７
，９の間に、一種の捻れを生じる場合がある。図８に例示する抑え部材９５は、ケース部
材９９に対してケース部材９７が浮き上がるのを抑え、側壁同士を面一（つらいち）に揃
えるように機能する。　
【００３９】
　図４及び図６に例示した突起部５５，５７は、それらのうちの一方のみが設けられても
良い。また、突起部５９，６１も、同様に、それらのうちの一方のみが設けられても良い
。本発明の梁状バネは、例示された板バネ４１だけでなく、ピアノ線のような金属線状の
もの、躯幹部２５と一体に形成されたプラスチック製の棒状体など、様々な形態を採り得
る。
【符号の説明】
【００４０】
　１　鋏、　３　ケース、　５　連結部、　７，９　ケース部材、　１１　回動軸、　１
３，１５　鋏片、　１６　一方側（刃側）、　１７，１９　刃、　２０　他方側（把持部
側）、　２１，２３　把持部、　２５，２７　躯幹部、　２９，３１　指掛け部、　３３
，３５　間隙、　３７，３９　爪部、　４１　板バネ（梁状バネ）、　４３，４４　凹部
、　５０　板状体、　５１　ピン、　５３　貫通孔、　５５，５７　突起部（第１の係止
部）、　５９，６１　突起部（第２の係止部）、　６３，６５，６７，６９　出張り部、
　７１、７３　空洞、　７５，７７，７９，８１、８３，８５，８７，８９　突起部（板
状の突起部）、　９１　凹部、　９３　ケース、９５　抑え部材、　９７，９９　ケース
部材、　１０１，１０２　ケース付き鋏、　１１１，１１２　切れ込み。
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